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○
国
土
交
通
省
令
第
十
四
号

港
則
法
及
び
海
上
交
通
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

並
び
に
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
及

び
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
海
上
保
安
庁
法
及
び
国
土
交

通
省
令
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
港
則
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

前
原

誠
司

港
則
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
港
則
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

通
則
（
第
一
条
―
第
二
十
一
条
）

第
二
章

各
則

第
一
節

釧
路
港
（
第
二
十
一
条
の
二
）
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第
一
節
の
二

江
名
港
及
び
中
之
作
港
（
第
二
十
二
条
）

第
一
節
の
三

鹿
島
港
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
三
条
の
二
）

第
一
節
の
四

千
葉
港
（
第
二
十
四
条
）

第
二
節

京
浜
港
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
九
条
）

第
二
節
の
二

名
古
屋
港
（
第
二
十
九
条
の
二
・
第
二
十
九
条
の
三
）

第
二
節
の
三

四
日
市
港
（
第
二
十
九
条
の
四
・
第
二
十
九
条
の
五
）

第
三
節

阪
神
港
（
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
）

第
四
節

尾
道
糸
崎
港
（
第
三
十
四
条
）

第
五
節

広
島
港
（
第
三
十
五
条
）

第
六
節

関
門
港
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
一
条
）

第
七
節

高
松
港
（
第
四
十
二
条
）

第
八
節

高
知
港
（
第
四
十
三
条
）

第
九
節

博
多
港
（
第
四
十
四
条
）

第
十
節

長
崎
港
（
第
四
十
五
条
）

第
十
一
節

佐
世
保
港
（
第
四
十
六
条
）

第
十
二
節

細
島
港
（
第
四
十
七
条
・
第
四
十
八
条
）
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第
十
三
節

那
覇
港
（
第
四
十
九
条
・
第
五
十
条
）

附
則

第
七
条
中
「
暴
風
雨
が
来
る
虞
の
あ
る
と
き
又
は
警
報
信
号
を
掲
げ
た
」
を
「
異
常
な
気
象
又
は
海
象
に
よ
り
、

当
該
船
舶
の
安
全
の
確
保
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
三
中
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
の
四
と
す
る
。

第
八
条
の
二
中
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
の
三
と
す
る
。

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二

法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

航

路

危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

仙
台
塩
釜
港
航
路

視
程
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶

が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

関
門
港

関
門
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
あ
る
場
合

二

早
鞆
瀬
戸
に
お
い
て
潮
流
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
航
路
を
航
行
す
る
船
舶
が
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潮
流
の
速
度
に
三
ノ
ッ
ト
を
加
え
た
速
力
（
対
水
速
力
を
い
う
。
以
下
こ

の
表
及
び
第
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
の
速
力
を
保
つ
こ
と
が

で
き
ず
に
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

関
門
第
二
航
路

視
程
が
五
百
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
あ
る
場
合

砂
津
航
路

戸
畑
航
路

若
松
航
路

奥
洞
海
航
路

安
瀬
航
路

第
十
一
条
中
「
阪
神
港
」
の
下
に
「
、
水
島
港
」
を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て

次
の
一
項
を
加
え
る
。

船
舶
は
、
港
内
又
は
港
の
境
界
付
近
を
航
行
す
る
と
き
は
、
進
路
を
他
の
船
舶
に
知
ら
せ
る
た
め
、
海
上
保
安

庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
記
号
を
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
の
目
的
地
に
関
す
る
情
報
と
し
て
送
信
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
て
い
な
い
場
合
及
び
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年

運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
十
六
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
作
動
さ
せ
て
い
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
、
「
具
し
て
、
こ
れ
を
」
を
「

記
載
し
た
申
請
書
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
、
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通

省
令
で
」
に
、
「
第
三
十
六
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第

二
十
条
の
六
と
し
、
第
二
十
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
港
長
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
条
の
三

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
及
び
当
該
航
路
の
周
辺
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
特
定
港
内
の
区
域
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

特
定
船
舶
が
第
一
項
に
規
定
す
る
航
路
及
び
特
定
港
内
の
区
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
交
通
方
法
に
従
わ
な

い
で
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
交
通
方
法
に
関
す
る
情
報

二

船
舶
の
沈
没
、
航
路
標
識
の
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
船
舶
交
通
の
障
害
で
あ
つ
て
、
特
定
船
舶
の
航
行
の
安

全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
発
生
に
関
す
る
情
報
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三

特
定
船
舶
が
、
工
事
又
は
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
海
域
、
水
深
が
著
し
く
浅
い
海
域
そ
の
他
の
特
定
船
舶
が

安
全
に
航
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
域
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
海
域
に
関

す
る
情
報

四

他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
航
行
に
よ
り
特
定
船
舶
の
航
行
の

安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
関
す
る
情
報

五

特
定
船
舶
が
他
の
特
定
船
舶
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
他

の
特
定
船
舶
に
関
す
る
情
報

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

第
二
十
条
の
四

法
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
を
備
え
て
い
な
い
場
合

二

電
波
の
伝
搬
障
害
等
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
困
難
な
場
合

三

他
の
船
舶
等
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
つ
て
い
る
場
合

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

第
二
十
条
の
五

法
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
総
ト
ン
数
一
万
五
千
ト
ン
」
を
「
長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
「
に
あ
つ

て
は
」
の
下
に
「
、
総
ト
ン
数
」
を
加
え
、
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
鹿
島
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時

刻
を
、
鹿
島
水
路
を
航
行
し
て
鹿
島
港
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は

鹿
島
港
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ

る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
鹿
島
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項

」
に
、
「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
」
を
「
長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
「
に
あ
つ
て
は
」
の

下
に
「
、
総
ト
ン
数
」
を
加
え
、
「
又
は
市
原
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路

入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
千
葉
航
路
又
は
市
原
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始

予
定
時
刻
」
を
「
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達

す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
、
「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め

、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
市
原
航
路
を
航
行



- 8 -

し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第

三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し

、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運

航
開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
に
あ
つ
て
は
千
ト
ン
」
を
「
に
あ
つ
て
は
、
千
ト
ン
」
に
、
「
、
東
京
西
航
路
又
は
横

浜
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
東
京
東

航
路
、
東
京
西
航
路
又
は
横
浜
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
又
は
東

京
西
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に

達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
又
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る

予
定
時
刻
を
、
川
崎
第
一
区
及
び
横
浜
第
四
区
に
お
い
て
移
動
し
（
京
浜
運
河
以
外
の
水
域
内
に
お
い
て
移
動
す
る

と
き
を
除
く
。
）
又
は
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時

刻
」
を
「
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行
し
て
入
航
し
、
又
は
川
崎
第
一
区
及
び
横
浜
第
四
区
に
お
い
て
移
動
し
（
京

浜
運
河
以
外
の
水
域
内
に
お
い
て
移
動
す
る
と
き
を
除
く
。
）
、
若
し
く
は
鶴
見
航
路
若
し
く
は
川
崎
航
路
を
航
行

し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
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項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
移
動
し

、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前

二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
、
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
、
「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
船
舶
は
、
横
浜
航
路
を
航
行
し

て
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、

出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
入
航
予
定
日
又
は
運
航

開
始
予
定
日
の
前
日
正
午
ま
で
に
港
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
中
「
五
千
ト
ン
」
を
「
、
五
千
ト
ン
」
に
、
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
東
水
路
入

口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
東
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入

航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
東
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
五
千
ト
ン
」
を
「
、
五

千
ト
ン
」
に
、
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
次
に
掲
げ

る
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
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と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す

る
と
き
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ

て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
第
一

航
路
又
は
午
起
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
第
一
航

路
若
し
く
は
午
起
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
第
一
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定

時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
、
「
た
だ
ち
に
」
を
「
直
ち
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
木
津
川
運
河
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
大
船
橋

以
西
の
木
津
川
運
河
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
出
航
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
木
津
川
運
河
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
南
港
水
路

入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
南
港
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を

「
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
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に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
南
港
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航

し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
堺
泉
北
第

三
区
に
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
堺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
堺
水
路
を
航
行
し
て
堺
泉
北
第
二

区
又
は
堺
泉
北
第
三
区
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
に
入

航
し
、
又
は
堺
泉
北
第
二
区
若
し
く
は
堺
泉
北
第
三
区
を
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
堺
水
路
入
口
付

近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め

、
同
条
第
四
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
浜
寺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
浜
寺
水
路
を
航
行

し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第

三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ

て
は
浜
寺
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻

と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
千
ト
ン
」
を
「
、
千
ト
ン
」
に
、
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
神
戸

中
央
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
神
戸
中
央
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始

予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該
航
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時

刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
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予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
五
号
中
「
を
超
え
て
三
ノ
ッ
ト
以
上
の
速
度
」
を
「
に
三
ノ
ッ
ト
を
加
え
た
速
力
以
上
の

速
力
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
三
千
ト
ン
」
を
「
、
三
千
ト
ン
」
に
、
「
早
鞆
瀬
戸
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻

」
を
「
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
早
鞆
瀬
戸
水
路
入
口

付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
若
松
水
路
入
口

付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
若
松
水
路
又
は
奥
洞
海
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予

定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
若
松
水
路
若
し
く
は
奥
洞
海
航
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第

三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ

て
は
若
松
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻

と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
五
百
ト
ン
」
を
「
、
五
百
ト
ン
」
に
、
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
高
知
水
路
入
口

付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
高
知
水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入

航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
高
知
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
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項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
佐
世
保
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
佐
世
保

水
路
を
航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
あ
つ
て
は
佐
世
保
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航

開
始
予
定
時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
那
覇
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
を
、
那
覇
水
路
を

航
行
し
て
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
運
航
開
始
予
定
時
刻
」
を
「
入
航
し
、
又
は
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
入
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に

あ
つ
て
は
那
覇
水
路
入
口
付
近
に
達
す
る
予
定
時
刻
と
し
、
出
航
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
つ
て
は
運
航
開
始
予
定

時
刻
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
予
定
時
刻
」
を
「
事
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
秋
田
船
川
の
部
秋
田
区
の
項
中
「
同
防
波
堤
突
端
か
ら
同
防
波
堤
の
線
を
南
防
波
堤
ま
で
延
長
し
た
線

」
を
「
秋
田
旧
南
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
九
度
四
十
五
分
三
十
五
秒
東
経
百
四
十
度
二
分
二
十
秒
）
か
ら
三
百
二

十
二
度
三
十
分
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
五
十
五
度
三
十
分
に
南
防
波
堤
ま
で
引
い
た
線
」
に
、
「

け
い
留
施
設
」
を
「
係
留
施
設
」
に
、
「
け
い
留
す
る
」
を
「
係
留
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
徳
山
下
松
の
部
第
二
区
の
項
中
「
徳
山
漁
港
西
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
五
秒
東
経
百
三
十
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一
度
五
十
分
一
秒
）
か
ら
百
二
十
七
度
千
百
五
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
徳
山
下
松
港
新
川
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
四

度
十
秒
東
経
百
三
十
一
度
五
十
一
分
四
十
二
秒
）
か
ら
二
百
六
十
二
度
千
六
百
七
十
五
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
関
門
の
部
長
府
区
の
項
中
「
部
埼
灯
台
」
の
下
に
「
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
七
分
三
十
四
秒
東
経
百
三

十
一
度
一
分
二
十
三
秒
）
」
を
加
え
、
同
部
小
倉
区
の
項
中
「
台
場
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
六
分
五
十
八
秒

東
経
百
三
十
度
五
十
二
分
二
十
五
秒
）
か
ら
百
六
十
九
度
三
十
分
三
千
二
百
十
メ
ー
ト
ル
」
を
「
台
場
鼻
潮
流
信
号

所
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
六
分
五
十
九
秒
東
経
百
三
十
度
五
十
二
分
二
十
五
秒
）
か
ら
百
六
十
九
度
三
十
分
三
千
二

百
三
十
五
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
、
同
部
西
山
区
の
項
中
「
台
場
鼻
灯
台
」
を
「
台
場
鼻
潮
流
信
号
所
か
ら
百
八
十
二

度
三
十
分
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
関
門
の
部
関
門
航
路
の
項
中

「

十

台
場
鼻
灯
台
か
ら
二
百
二
十
六
度
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

台
場
鼻
灯
台
か
ら
三
百
二
十
五
度
三
十
分
六
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

を

十
二

六
連
島
灯
台
か
ら
百
二
十
九
度
千
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

」

「

十

台
場
鼻
潮
流
信
号
所
か
ら
二
百
二
十
四
度
三
十
分
五
百
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

台
場
鼻
潮
流
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
四
度
三
十
分
六
百
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

に
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十
二

六
連
島
灯
台
（
北
緯
三
十
三
度
五
十
八
分
四
十
一
秒
東
経
百
三
十
度
五
十
二
分
四
秒
）
か
ら
百

二
十
九
度
千
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

」

改
め
る
。

別
表
第
三
稚
内
の
項
中
「
稚
内
港
第
一
副
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
四
十
五
度
二
十
四
分
四
十
秒
東
経
百
四
十
一
度

四
十
分
四
十
五
秒
）
」
を
「
稚
内
港
第
二
副
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
四
十
五
度
二
十
四
分
四
十
四
秒
東
経
百
四
十
一

度
四
十
分
四
十
八
秒
）
か
ら
二
百
七
度
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
鹿
島
の
部
鹿
島
水
路
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鹿
島
水
路

鹿
島
信
号
所
（

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

北
緯
三
十
五
度

色
光
一
閃

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
千
ト
ン

五
十
五
分
四
十

未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な

九
秒
東
経
百
四

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

十
度
四
十
一
分

た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四
十
五
秒
）

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

色
光
一
閃

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
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未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
水
路
外
に
お
い
て
、
出
航

船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
三
秒
に
順

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

次
に
赤
色
光

数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は
、
水
路
外
に
お
い
て
、
出

一
閃
及
び
白

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

色
光
一
閃

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出
航
し
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次
に
赤
色
光

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
閃
及
び
白

色
光
三
閃

鹿
島
中
央
信
号

四
十
度
及
び

所
（
北
緯
三
十

百
三
十
度
方

五
度
五
十
四
分

向
に
面
す
る

四
十
五
秒
東
経

信
号
板
に
よ

百
四
十
度
四
十

る
。

分
十
三
秒
）

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

点
滅

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
千
ト
ン

未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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点
滅

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
千
ト
ン

未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
水
路
外
に
お
い
て
、
出
航

船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た

だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｆ
の
文
字
の

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

点
滅

数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は
、
水
路
外
に
お
い
て
、
出

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
九
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。
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Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出
航
し

点
灯

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

別
表
第
四
千
葉
の
部
千
葉
航
路
の
項
及
び
市
原
航
路
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

千
葉
航
路

千
葉
灯
標
信
号

二
十
八
度
及

所
（
北
緯
三
十

び
二
百
七
十

五
度
三
十
四
分

八
度
方
向
に

五
秒
東
経
百
四

面
す
る
信
号

十
度
二
分
四
十

板
に
よ
る
。

四
秒
）

Ｉ
の
文
字
の

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

点
滅

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト

ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受

け
た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満

の
出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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Ｏ
の
文
字
の

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

点
滅

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト

ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満

の
入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｆ
の
文
字
の

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

点
滅

数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
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で
き
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
の

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出
航
し

点
灯

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

新
港
信
号
所
（

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

北
緯
三
十
五
度

色
光
一
閃

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト

三
十
五
分
五
十

ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

秒
東
経
百
四
十

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受

度
五
分
二
秒
）

け
た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満

の
出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

色
光
一
閃

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト

ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。
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長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満

の
入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
三
秒
に
順

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

次
に
赤
色
光

数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出

一
閃
及
び
白

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

色
光
一
閃

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
四
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン

数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出
航
し

次
に
赤
色
光

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
閃
及
び
白

色
光
三
閃

市
原
航
路

千
葉
灯
標
信
号

毎
二
秒
に
白

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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所

色
光
一
閃

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト

ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受

け
た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満

の
出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
二
秒
に
赤

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

色
光
一
閃

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト

ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
出

航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
入
航
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満

の
入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

毎
三
秒
に
順

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト

次
に
赤
色
光

ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
航
船
は
、
航
路
外
に
お
い
て
、
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一
閃
及
び
白

出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

色
光
一
閃

。長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト

ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
出
航
船
は
、
運
航
を
停
止
し
て
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総
ト

ン
数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

毎
六
秒
に
順

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出
航
し

次
に
赤
色
光

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

三
閃
及
び
白

色
光
三
閃

別
表
第
四
京
浜
の
部
横
浜
航
路
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

横
浜
航

西
水
路

大
黒
信
号
所

大
黒
信
号
所
の

路

（
横
浜

（
北
緯
三
十

十
七
度
、
百
九

外
防
波

五
度
二
十
八

十
一
度
及
び
二
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堤
南
灯

分
二
十
五
秒

百
七
十
一
度
方

台
か
ら

東
経
百
三
十

向
に
面
す
る
信

横
浜
外

九
度
四
十
分

号
板
並
び
に
内

防
波
堤

四
秒
）

港
信
号
所
の
二

北
灯
台

内
港
信
号
所

十
五
度
、
八
十

を
見
通

（
北
緯
三
十

五
度
及
び
三
百

し
た
線

五
度
二
十
六

二
十
五
度
方
向

以
西
の

分
五
十
三
秒

に
面
す
る
信
号

横
浜
航

東
経
百
三
十

板
に
よ
る
。

路
）

九
度
三
十
八

分
四
十
三
秒

）

Ｉ
の
文
字
の
点

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

滅

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止

し
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
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長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン

未
満
の
出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。

Ｏ
の
文
字
の
点

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

滅

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
五

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
西
水
路
外
に

お
い
て
、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た

船
舶
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン

未
満
の
入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。

Ｆ
の
文
字
の
点

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総

滅

ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
出
航
船
は
、
西
水
路
外



- 27 -

に
お
い
て
、
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総

ト
ン
数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及
び

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

Ｉ
の
文
字
の
交

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

互
点
滅

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
出

航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。

）
は
、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お
い
て

航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
、
東

水
路
か
ら
入
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
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ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｉ
の
文
字
の
点
滅
に
変
わ
る
こ

と
。

Ｘ
の
文
字
及
び

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

Ｏ
の
文
字
の
交

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

互
点
滅

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
出

航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。

）
は
、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お
い
て

航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

た
船
舶
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｏ
の
文
字
の
点
滅
に
変
わ
る
こ
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と
。

Ｘ
の
文
字
及
び

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

Ｆ
の
文
字
の
交

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

互
点
滅

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
出

航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。

）
は
、
西
水
路
外
に
お
い
て
、
西
水
路
内
に
お
い
て

航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
、
東

水
路
か
ら
入
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｆ
の
文
字
の
点
滅
に
変
わ
る
こ

と
。
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Ｘ
の
文
字
の
点

西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

滅

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

西
水
路
外
に
あ
る
入
出
航
船
は
、
西
水
路
外
に
お
い

て
、
西
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
東
水
路
か
ら
入
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
入

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｘ
の
文
字
の
点
灯
に
変
わ
る
こ

と
。

Ｘ
の
文
字
の
点

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出

灯

航
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

東
水
路

本
牧
信
号
所

七
十
五
度
、
百

（
西
水

（
北
緯
三
十

六
十
度
、
二
百

路
を
除

五
度
二
十
六

七
十
度
及
び
三

い
た
横

分
二
十
一
秒

百
四
十
五
度
方
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浜
航
路

東
経
百
三
十

向
に
面
す
る
信

）

九
度
四
十
一

号
板
に
よ
る
。

分
二
十
二
秒

）

Ｉ
の
文
字
の
点

入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

滅

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
出
航
船
（
総
ト
ン
数
五

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
運
航
を
停
止

し
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港

長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン

未
満
の
出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。

Ｏ
の
文
字
の
点

出
航
船
は
、
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

滅

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
航
船
（
総
ト
ン
数
五

百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）
は
、
東
水
路
外
に
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お
い
て
、
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
た

船
舶
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン

未
満
の
入
航
船
は
、
入
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。

Ｆ
の
文
字
の
点

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総

滅

ト
ン
数
千
ト
ン
）
以
上
の
入
出
航
船
は
、
東
水
路
外

に
お
い
て
、
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
（
油
送
船
に
あ
つ
て
は
、
総

ト
ン
数
千
ト
ン
）
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

Ｘ
の
文
字
及
び

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

Ｉ
の
文
字
の
交

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

互
点
滅

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
出
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航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。

）
は
、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お
い
て

航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

た
船
舶
は
、
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｉ
の
文
字
の
点
滅
に
変
わ
る
こ

と
。

Ｘ
の
文
字
及
び

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

Ｏ
の
文
字
の
交

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

互
点
滅

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
出

航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。

）
は
、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お
い
て

航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け

た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
、
西

水
路
か
ら
出
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
出

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｏ
の
文
字
の
点
滅
に
変
わ
る
こ

と
。

Ｘ
の
文
字
及
び

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

Ｆ
の
文
字
の
交

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

互
点
滅

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
入
出

航
船
（
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
を
除
く
。

）
は
、
東
水
路
外
に
お
い
て
、
東
水
路
内
に
お
い
て

航
行
中
の
入
出
航
船
の
進
路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
港
長
の
指
示
を
受
け
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た
船
舶
に
あ
つ
て
は
入
出
航
す
る
こ
と
が
で
き
、
西

水
路
か
ら
出
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
出

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
未
満
又
は
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
未
満
の
入
出
航
船
は
、
入
出
航
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｆ
の
文
字
の
点
滅
に
変
わ
る
こ

と
。

Ｘ
の
文
字
の
点

東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
は
、
入
出

滅

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

東
水
路
外
に
あ
る
入
出
航
船
は
、
東
水
路
外
に
お
い

て
、
東
水
路
内
に
お
い
て
航
行
中
の
入
出
航
船
の
進

路
を
避
け
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
西
水
路
か
ら
出
航
し
よ
う
と
す
る
船
舶
は
、
出

航
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

信
号
が
、
間
も
な
く
Ｘ
の
文
字
の
点
灯
に
変
わ
る
こ
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と
。

Ｘ
の
文
字
の
点

港
長
の
指
示
を
受
け
た
船
舶
以
外
の
船
舶
は
、
入
出

灯

航
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

別
表
第
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
五
（
第
二
十
条
の
三
関
係
）

港
の

航
路

特
定
港
内
の
区
域

名
称

関
門

関
門
航

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
八
十
二
号
に

路
及
び

掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
面
（
関
門
航
路
及
び
関
門
第
二
航
路

関
門
第

を
除
く
。
）

二
航
路

一

部
埼
灯
台
か
ら
五
十
六
度
三
十
分
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
四
十
七
度
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
六
度
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
八
度
千
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
度
二
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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六

門
司
埼
灯
台
か
ら
八
十
九
度
二
千
六
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

門
司
埼
灯
台
か
ら
百
一
度
三
十
分
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

門
司
埼
灯
台
か
ら
九
十
一
度
七
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

門
司
埼
灯
台
か
ら
六
十
八
度
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

門
司
埼
灯
台

十
一

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
六
度
二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
一
度
三
十
分
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

門
司
埼
灯
台
か
ら
百
九
十
七
度
七
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

門
司
埼
灯
台
か
ら
百
八
十
七
度
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
五

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
度
二
千
二
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
六

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
二
度
二
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
三
度
三
千
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
八

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
四
十
度
三
十
分
千
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
四
十
五
度
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
四
十
七
度
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
九
度
千
七
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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二
十
二

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
五
十
八
度
三
十
分
千
八
百
八
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

二
十
三

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
六
度
三
十
分
三
千
二
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点

二
十
四

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
九
度
三
千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
九
十
一
度
三
千
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
二
百
八
十
八
度
三
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
二
十
七

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
五
度
三
十
分
二
千
七
百
七
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

二
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
度
二
千
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
度
二
千
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
三
十

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
八
度
二
千
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
三
十
一

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
六
十
四
度
二
千
六
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
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地
点

三
十
二

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
四
十
八
度
三
十
分
二
千
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点

三
十
三

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
五
十
七
度
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
三
十
四

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
五
度
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
十
二
度
千
八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
三
十
六

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
四
十
三
度
千
五
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

三
十
七

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
百
三
十
一
度
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
百
四
十
九
度
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
九

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
五
十
四
度
三
十
分
五
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点

四
十

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
百
一
度
千
九
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
一

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
九
十
六
度
二
千
二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
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地
点

四
十
二

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
七
十
七
度
三
千
二
百
六
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

四
十
三

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
八
十
六
度
三
十
分
三
千
六
百
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点

四
十
四

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
百
五
度
二
千
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
四
十
五

和
合
良
島
島
頂
か
ら
二
百
五
十
七
度
二
千
八
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
六

和
合
良
島
島
頂
か
ら
二
百
五
十
七
度
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
七

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
十
三
度
二
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
十
度
三
十
分
二
千
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の

地
点

四
十
九

六
連
島
ウ
ド
ノ
鼻
か
ら
二
百
二
十
三
度
四
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百

三
十
三
度
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十

六
連
島
灯
台
か
ら
百
九
十
六
度
三
十
分
千
三
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
一

六
連
島
灯
台
か
ら
百
七
十
二
度
六
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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五
十
二

六
連
島
灯
台
か
ら
七
十
三
度
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
三

六
連
島
灯
台
か
ら
三
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
関
門
港
の
境
界
線
と
が
交
わ

る
地
点

五
十
四

六
連
島
灯
台
か
ら
三
十
七
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
関
門
港
の
境
界
線
と
が

交
わ
る
地
点

五
十
五

六
連
島
灯
台
か
ら
七
十
六
度
千
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
六

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
四
十
二
度
四
千
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
七

竹
ノ
子
島
台
場
鼻
か
ら
三
百
十
度
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
八

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
六
十
八
度
千
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
九

若
松
洞
海
湾
口
防
波
堤
灯
台
か
ら
八
十
九
度
二
千
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
六
十

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
三
度
二
千
九
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
一

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
二
十
度
二
千
四
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
二

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
三
十
三
度
三
十
分
千
六
百
二
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

六
十
三

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
四
十
三
度
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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六
十
四

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
三
百
五
十
三
度
千
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
五

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
七
度
三
十
分
千
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
六

門
司
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
十
三
度
三
十
分
千
八
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
七

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
二
十
二
度
四
千
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
八

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
二
十
八
度
三
十
分
三
千
九
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
九

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
十
度
三
千
四
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
三
十
八
度
三
千
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
一

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
三
十
七
度
二
千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
二

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
三
十
九
度
二
千
三
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
三

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
十
四
度
二
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
四

門
司
埼
灯
台
か
ら
二
百
五
十
七
度
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
五

門
司
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
十
五
度
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
六

門
司
埼
灯
台
か
ら
三
十
度
千
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
七

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
十
四
度
三
十
分
四
千
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
八

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
三
十
八
度
四
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
九

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
四
十
度
三
千
八
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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八
十

部
埼
灯
台
か
ら
三
百
四
十
三
度
四
千
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
一

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
三
百
三
十
九
度
三
千
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
二

部
埼
灯
台
か
ら
五
十
六
度
三
十
分
千
九
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
、
「
（
第
八
条
―
第
十
条
）
」
を
「
（
第
九
条
）
」
に
、
「
第
十
一
条
」

「
第
四
節

灯
火
等
（
第
二
十
二

を
「
第
十
条
」
に
、
「
第
四
節

灯
火
等
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）
」
を

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行

条
・
第
二
十
三
条
）

に
改
め
る
。

十
三
条
の
四
）
」

を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
（
第
二
十
三
条
の
二
―
第
二

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
表
中
「
（
対
水
速
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
追
い
越
し
」
を
「
追
越
し
」
に
改
め
、
同
条
中
「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ

ば
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
追
越
し
の
禁
止
）

第
五
条
の
二

法
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
の
区
間
は
、
来
島
海
峡
航
路
の
う
ち
、
今
治
船
舶
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通
航
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
五
分
二
十
五
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
十
六
秒
）
か
ら
四
十
六
度
へ
引
い
た

線
と
津
島
船
舶
通
航
信
号
所
（
北
緯
三
十
四
度
九
分
七
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
三
十
秒
）
か
ら
二
百
八
度

へ
引
い
た
線
と
の
間
の
区
間
と
す
る
。

２

法
第
六
条
の
二
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
緊
急
用
務

を
行
う
た
め
に
航
路
を
著
し
く
遅
い
速
力
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
、
順
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
に
潮
流
の
速
度
を

加
え
た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未
満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
及
び
逆
潮
の
場
合
に
そ
の
速
力
か
ら
潮
流
の
速
度
を
減
じ

た
速
度
が
四
ノ
ッ
ト
未
満
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
と
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
を
「
（
進
路
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
行
先
の
表
示
は
、
汽
笛
を
備

え
て
い
な
い
船
舶
及
び
総
ト
ン
数
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
以
外
の
船
舶
で
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
信

号
に
よ
る
表
示
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
船
舶
」
に
、
「
し
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、

同
条
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
及
び
第
二
項
と
し
て
次
の
二
項
を
加
え
る
。

法
第
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
信
号
に
よ
る
表
示
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
総
ト
ン
数
百
ト

ン
未
満
の
船
舶
と
し
、
次
項
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
備
え
て
い
な
い

船
舶
及
び
船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
第
三
条
の
十
六
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

り
船
舶
自
動
識
別
装
置
を
作
動
さ
せ
て
い
な
い
船
舶
と
す
る
。
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２

法
第
七
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
よ
り
目
的
地
に
関
す
る
情
報
を
送
信

す
る
こ
と
と
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
は
、
当
該
航
路
を
航
行
す
る
間
、
仕
向
港
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
進
路
を
知
ら

せ
る
た
め
に
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
記
号
に
よ
り
、
船
舶
自
動
識
別
装
置

の
目
的
地
に
関
す
る
情
報
と
し
て
送
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
を
削
る
。

第
二
章
第
一
節
中
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
航
路
外
で
の
待
機
の
指
示
）

第
八
条

法
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
場
合
に
お
い
て
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

航
路
の
名
称

危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

浦
賀
水
道
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

中
ノ
瀬
航
路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
総
ト
ン

数
五
万
ト
ン
（
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
ト
ン
数
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二
万
五
千
ト
ン
）
以
上
の
危
険
物
積
載
船
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て

「
特
別
危
険
物
積
載
船
」
と
い
う
。
）
又
は
船
舶
、
い
か
だ
そ
の
他
の
物
件
を
引
き

、
若
し
く
は
押
し
て
航
行
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
物

件
の
後
端
ま
で
若
し
く
は
当
該
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
物
件
の
先
端
ま
で
の
距
離

が
二
百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
長
大
物
件
え
い
航
船
等

」
と
い
う
。
）
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
、
総

ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航

行
す
る
場
合

伊
良
湖
水
道
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
特
別
危

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
総
ト
ン
数
一
万
ト
ン
以
上
の
危

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

明
石
海
峡
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
特
別
危
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険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
、
危

険
物
積
載
船
又
は
船
舶
、
い
か
だ
そ
の
他
の
物
件
を
引
き
、
若
し
く
は
押
し
て
航
行

す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
物
件
の
後
端
ま
で
若
し
く
は

当
該
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
物
件
の
先
端
ま
で
の
距
離
が
百
六
十
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
船
舶
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

備
讃
瀬
戸
東
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

宇
高
東
航
路

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
特
別
危

宇
高
西
航
路

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

備
讃
瀬
戸
北
航
路

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
、
危

備
讃
瀬
戸
南
航
路

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

水
島
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
特
別
危

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
、
危

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合
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来
島
海
峡
航
路

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

一

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
巨
大
船
、
特
別
危

険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

二

視
程
が
千
メ
ー
ト
ル
以
下
の
状
態
で
、
長
さ
百
六
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
、
危

険
物
積
載
船
又
は
船
舶
、
い
か
だ
そ
の
他
の
物
件
を
引
き
、
若
し
く
は
押
し
て
航
行

す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
当
該
引
き
船
の
船
首
か
ら
当
該
物
件
の
後
端
ま
で
若
し
く
は

当
該
押
し
船
の
船
尾
か
ら
当
該
物
件
の
先
端
ま
で
の
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ

る
船
舶
が
航
路
を
航
行
す
る
場
合

三

潮
流
を
さ
か
の
ぼ
つ
て
航
路
を
航
行
す
る
船
舶
が
潮
流
の
速
度
に
四
ノ
ッ
ト
を
加

え
た
速
力
以
上
の
速
力
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
に
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
伊
良
湖
水
道
航
路
内
に
お
い
て
巨
大
船
と
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶

（
巨
大
船
を
除
く
。
）
と
が
行
き
会
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
及
び
水
島
航
路
内
に
お
い
て
巨
大
船
と
長
さ
七

十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
と
が
行
き
会
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
第
十
条
の

二
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
と
と
も
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
信
号
の
方
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法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
欄
に
掲
げ
る
信
号
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

信
号
の
方
法

航
路
の

信
号
所
の
名

信
号
の
意
味

名
称

昼
間

夜
間

称
及
び
位
置

伊
良
湖
水

伊
良
湖
水
道
航

百
五
十
三
度
及
び
二
百

道
航
路

路
管
制
信
号
所

九
十
三
度
方
向
に
面
す

（
北
緯
三
十
四

る
信
号
板
に
よ
る
。

度
三
十
四
分
五

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

伊
良
湖
水
道
航
路
を
南
東
の
方
向
に
航
行
し
よ
う

十
秒
東
経
百
三

と
す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨

十
七
度
一
分
）

大
船
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

伊
良
湖
水
道
航
路
を
北
西
の
方
向
に
航
行
し
よ
う

と
す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨

大
船
を
除
く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
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Ｎ
の
文
字
及
び
Ｓ
の
文

伊
良
湖
水
道
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百

字
の
交
互
点
滅

三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。

）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。

水
島
航
路

水
島
航
路
西
ノ

百
二
十
度
、
百
八
十
度

埼
管
制
信
号
所

及
び
二
百
九
十
度
方
向

（
北
緯
三
十
四

に
面
す
る
信
号
板
に
よ

度
二
十
六
分
九

る
。

秒
東
経
百
三
十

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長

三
度
四
十
七
分

さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く

十
二
秒
）

。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長

さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く

。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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こ
と
。

水
島
航
路
三
ツ

五
十
五
度
及
び
百
十
五

子
島
管
制
信
号

度
方
向
に
面
す
る
信
号

所
（
北
緯
三
十

板
並
び
に
二
百
二
十
五

四
度
二
十
二
分

度
及
び
三
百
度
方
向
に

十
九
秒
東
経
百

面
す
る
信
号
板
に
よ
る

三
十
三
度
四
十

。

九
分
二
十
三
秒

Ｎ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長

及
び
北
緯
三
十

さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く

四
度
二
十
二
分

。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

十
八
秒
東
経
百

こ
と
。

三
十
三
度
四
十

Ｓ
の
文
字
の
点
滅

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ
う
と
す
る
長

九
分
二
十
一
秒

さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く

）

。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
信
号
装
置
の
故
障
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
前
項
の
信
号
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
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き
な
い
と
き
の
信
号
の
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、

そ
の
意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

信
号
の
方
法

航
路
の

海
上
保
安
庁
の
船

信
号
の
意
味

名
称

舶
が
信
号
を
行
う

昼
間

夜
間

位
置

伊
良
湖
水

神
島
灯
台
（
北
緯

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

伊
良
湖
水
道
航
路
を
南
東
の
方
向
に

道
航
路

三
十
四
度
三
十
二

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三
十
メ

分
五
十
五
秒
東
経

一
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｓ
の

ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除

百
三
十
六
度
五
十

旒

及
び
Ｌ
旗

信
号

く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け

り
ゆ
う

九
分
十
一
秒
）
か

一

旒

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

ら
三
百
四
十
度
三

千
五
百
四
十
メ
ー

ト
ル
の
地
点
付
近

伊
良
湖
岬
灯
台
（

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

伊
良
湖
水
道
航
路
を
北
西
の
方
向
に

北
緯
三
十
四
度
三

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
百
三
十
メ
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十
四
分
四
十
六
秒

二
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｎ
の

ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
（
巨
大
船
を
除

東
経
百
三
十
七
度

旒

及
び
Ｌ
旗

信
号

く
。
）
は
、
航
路
外
で
待
機
し
な
け

り
ゆ
う

五
十
八
秒
）
か
ら

一

旒

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

り
ゆ
う

百
六
十
度
三
千
五

百
メ
ー
ト
ル
の
地

点
付
近

神
島
灯
台
か
ら
三

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

伊
良
湖
水
道
航
路
を
航
行
し
よ
う
と

百
四
十
度
三
千
五

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

す
る
長
さ
百
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の

百
四
十
メ
ー
ト
ル

三
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｓ
Ｎ

船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、
航

の
地
点
付
近
及
び

旒

及
び
Ｌ
旗

の
信
号

路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

り
ゆ
う

伊
良
湖
岬
灯
台
か

一

旒

こ
と
。

り
ゆ
う

ら
百
六
十
度
三
千

五
百
メ
ー
ト
ル
の

地
点
付
近

水
島
航
路

太
濃
地
島
三
角
点

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ

（
北
緯
三
十
四
度

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
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二
十
六
分
五
十
二

一
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｓ
の

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

秒
東
経
百
三
十
三

旒

及
び
Ｌ
旗

信
号

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

り
ゆ
う

度
四
十
五
分
十
二

一

旒

い
こ
と
。

り
ゆ
う

秒
）
か
ら
九
十
七

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ

度
千
四
百
メ
ー
ト

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

ル
の
地
点
付
近

二
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｎ
の

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

旒

及
び
Ｌ
旗

信
号

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

り
ゆ
う

一

旒

い
こ
と
。

り
ゆ
う

鍋
島
灯
台
（
北
緯

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

水
島
航
路
を
南
の
方
向
に
航
行
し
よ

三
十
四
度
二
十
二

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

分
五
十
七
秒
東
経

一
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｓ
の

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、

百
三
十
三
度
四
十

旒

及
び
Ｌ
旗

信
号

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

り
ゆ
う

九
分
二
十
五
秒
）

一

旒

い
こ
と
。

り
ゆ
う

か
ら
二
百
三
十
度

縦
に
上
か
ら
国

発
光
信
号
に
よ

水
島
航
路
を
北
の
方
向
に
航
行
し
よ

千
五
百
メ
ー
ト
ル

際
信
号
旗
の
第

る
モ
ー
ル
ス
符

う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上

の
地
点
付
近

二
代
表
旗
一

号
の
Ｒ
Ｚ
Ｎ
の

の
船
舶
（
巨
大
船
を
除
く
。
）
は
、
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旒

及
び
Ｌ
旗

信
号

航
路
外
で
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

り
ゆ
う

一

旒

い
こ
と
。

り
ゆ
う

備
考

天
候
の
状
況
等
に
よ
り
夜
間
の
信
号
を
昼
間
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

第
九
条
を
削
る
。

第
十
条
中
第
三
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
来
島
海
峡
航
路
に
お
い
て
転
流
す
る
時
刻
の
一
時
間
前
か
ら
転

流
す
る
時
刻
ま
で
の
間
に
同
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
船
舶
が
次
の
各
号
に
定
め
る
線
を
横
切
つ
た
後
直
ち
に

、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。

一

梶
島
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
二
十
一
秒
東
経
百
三
十
三
度
九
分
三
十
一
秒
）
か
ら
三
百
二
十
五
度
二

百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
三
百
二
十
五
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

二

梶
島
三
角
点
か
ら
二
百
十
八
度
三
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
十
八
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

三

比
岐
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
三
分
三
十
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
分
五
十
四
秒
）
か
ら
二
百
十
八
度
百
二
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
十
八
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

四

大
浜
潮
流
信
号
所
か
ら
百
二
十
度
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
二
十
度
四
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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ま
で
引
い
た
線
及
び
同
地
点
か
ら
百
八
十
九
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

五

小
島
東
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
四
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
二
秒
）
か
ら
百
九
十
九
度
四
百

七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
九
十
九
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

六

小
島
東
灯
標
と
大
角
鼻
（
北
緯
三
十
四
度
八
分
三
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
六
分
三
十
一
秒
）
と
を
結

ん
だ
線

七

大
角
鼻
か
ら
二
百
五
十
度
四
千
三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
及
び
同
地
点
か
ら
二
百
五
度
に

陸
岸
ま
で
引
い
た
線

八

来
島
梶
取
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
六
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
三
分
三
十
三
秒
）
か
ら
二
百
七
十
二

度
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百
七
十
二
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

九

斎
島
東
端
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
十
六
秒
東
経
百
三
十
二
度
四
十
八
分
二
秒
）
か
ら
〇
度
に
陸
岸
ま
で
引
い

た
線

十

ア
ゴ
ノ
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
分
五
十
七
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
五
分
五
十
六
秒
）
か
ら
二
百
五
十

五
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

十
一

ア
ゴ
ノ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
五
度
三
千
九
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
ま
で
引
い
た
線
及
び
同
地
点
か
ら
百
五

十
九
度
三
十
分
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
線

十
二

津
島
船
舶
通
航
信
号
所
か
ら
百
四
十
一
度
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
四
十
一
度
に
陸
岸
ま
で
引
い
た
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線

４

法
第
二
十
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

船
舶
の
名
称

二

海
上
保
安
庁
と
の
連
絡
手
段

三

航
行
す
る
速
力

四

航
路
外
か
ら
航
路
に
入
ろ
う
と
す
る
時
刻

第
十
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
速
力
は
、
潮
流
の
速
度
に
四
ノ
ッ
ト
を
加
え
た
速
力

と
す
る
。

第
二
章
第
二
節
中
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
二
章
第
三
節
中
第
十
一
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
巨
大
船
に
準
じ
て
航
行
に
関
す
る
通
報
を
行
う
船
舶
）

第
十
条

法
第
二
十
二
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
長
さ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

航
路
の
名
称

長

さ

浦
賀
水
道
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル
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中
ノ
瀬
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

伊
良
湖
水
道
航
路

百
三
十
メ
ー
ト
ル

明
石
海
峡
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
東
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

宇
高
東
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

宇
高
西
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
北
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
南
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

水
島
航
路

七
十
メ
ー
ト
ル

来
島
海
峡
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
行
な
い

」
を
「
行
い
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
物
件
え
い
航
船
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
二

条
第
四
号
」
に
、
「
二
百
メ
ー
ト
ル
」
を
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
航
路
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り

」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
表
を
加
え
る
。
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航
路
の
名
称

距

離

浦
賀
水
道
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

中
ノ
瀬
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

伊
良
湖
水
道
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

明
石
海
峡
航
路

百
六
十
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
東
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

宇
高
東
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

宇
高
西
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
北
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

備
讃
瀬
戸
南
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

水
島
航
路

二
百
メ
ー
ト
ル

来
島
海
峡
航
路

百
メ
ー
ト
ル

第
十
三
条
第
一
号
中
「
及
び
総
ト
ン
数
」
を
「
、
総
ト
ン
数
及
び
長
さ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
連
絡
方
法

」
を
「
連
絡
手
段
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
長
さ
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中
「
第
十
一
条
各
号
」
を
「

第
十
一
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
長
大
物
件
え
い
航
船
等
」
を
「
物
件
え
い
航
船
等
」
に
、
「

第
二
十
二
条
第
三
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。
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第
十
四
条
第
一
項
中
「
巨
大
船
、
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
以
上
の

危
険
物
積
載
船
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
」
に
、
「
長
大
物
件
え
い
航
船
等
」

を
「
物
件
え
い
航
船
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

一

巨
大
船

二

法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
船
舶
（
水
島
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
六

十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
を
除
く
。
）

三

積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船

四

物
件
え
い
航
船
等

第
十
四
条
第
二
項
中
「
危
険
物
積
載
船
（
巨
大
船
で
あ
る
船
舶
、
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
総

ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
以
上
の
危
険
物
積
載
船
で
あ
る
船
舶
又
は
長
大
物
件
え
い
航
船
等
で
あ
る
船
舶
を
除
く
。
）

」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
」
に
、
「
及
び
」
を
「
に
掲
げ
る
事
項
及
び
危
険
物
積
載
船
で
あ
る
船
舶
に
あ
つ

て
は
同
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

法
第
二
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
船
舶
（
水
島
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
長
さ
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
百
六

十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
船
舶
に
限
る
。
）

二

危
険
物
積
載
船
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。
）

第
十
五
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
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げ
、
同
項
第
八
号
中
「
危
険
物
積
載
船
で
総
ト
ン
数
五
万
ト
ン
（
積
載
し
て
い
る
危
険
物
が
液
化
ガ
ス
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
総
ト
ン
数
二
万
五
千
ト
ン
）
以
上
の
も
の
」
を
「
特
別
危
険
物
積
載
船
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

七
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
六

号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
を
「
前
項
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

四
条
」
を
「
令
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
四
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
五
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置

（
海
上
保
安
庁
長
官
に
よ
る
情
報
の
提
供
）

第
二
十
三
条
の
二

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
域
は
、
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ

る
航
路
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
海
域
と
す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。

一

特
定
船
舶
が
航
路
及
び
第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
交
通
方
法
に
従
わ
な
い
で
航
行
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
交
通
方
法
に
関
す
る
情
報
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二

船
舶
の
沈
没
、
航
路
標
識
の
機
能
の
障
害
そ
の
他
の
船
舶
交
通
の
障
害
で
あ
つ
て
、
特
定
船
舶
の
航
行
の
安

全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
発
生
に
関
す
る
情
報

三

特
定
船
舶
が
、
工
事
又
は
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
海
域
、
水
深
が
著
し
く
浅
い
海
域
そ
の
他
の
特
定
船
舶
が

安
全
に
航
行
す
る
こ
と
が
困
難
な
海
域
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
海
域
に
関

す
る
情
報

四

他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
航
行
に
よ
り
特
定
船
舶
の
航
行
の

安
全
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
関
す
る
情
報

五

特
定
船
舶
が
他
の
特
定
船
舶
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
当
該
他

の
特
定
船
舶
に
関
す
る
情
報

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
船
舶
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報

（
情
報
の
聴
取
が
困
難
な
場
合
）

第
二
十
三
条
の
三

法
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
を
備
え
て
い
な
い
場
合

二

電
波
の
伝
搬
障
害
等
に
よ
り
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
が
困
難
な
場
合

三

他
の
船
舶
等
と
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
つ
て
い
る
場
合

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）



- 63 -

第
二
十
三
条
の
四

法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
は
、
海
上
保
安
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
Ｖ
Ｈ
Ｆ
無
線
電
話
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
第
四
号
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「
、
法
第
六
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
四
条
第
三
項
（
法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を

「
第
十
条
の
二
、
法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
及
び
法
第
二
十
三
条
」
を
「
、
法
第
二
十
三
条
、
法

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十

一
条
第
一
項
」
を
「
法
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
二
条
」
を
「
法
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
及
び
法
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
条
の
二
、
法
第

二
十
二
条
、
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

来
島
海
峡
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー

第
三
十
二
条
第
五
項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
す
る
。

別
表
第
二
備
考
第
一
項
中
「
第
二
代
表
旗
」
の
下
に
「
、
Ｎ
旗
」
を
加
え
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
二
十
三
条
の
二
関
係
）

航
路
の
名
称

海

域

浦
賀
水
道
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
十
三
号
に
掲
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中
ノ
瀬
航
路

げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

木
更
津
港
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
二
十
二
分
三
十
七
秒
東
経
百
三
十
九

度
五
十
一
分
四
十
秒
）
か
ら
四
十
九
度
四
千
八
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
二
百

九
十
度
八
千
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

前
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
三
十
二
度
四
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

前
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
一
度
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
十
三
度
三
千
七
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
百
十
四
度
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

観
音
埼
灯
台
か
ら
八
十
九
度
三
千
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

浜
金
谷
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
十
分
十
五
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
八

分
五
十
八
秒
）
か
ら
二
百
七
十
度
二
千
四
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

浜
金
谷
港
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
百
七
十
度
九
千
七
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
海
獺
島
灯
台
（
北
緯
三
十
五
度
十
二
分
四
十
三
秒
東
経

百
三
十
九
度
四
十
四
分
七
秒
）
を
見
通
し
七
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

観
音
埼
灯
台
か
ら
九
十
度
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

横
須
賀
市
夏
島
町
北
端
（
北
緯
三
十
五
度
十
九
分
四
十
九
秒
東
経
百
三
十
九
度
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三
十
八
分
二
十
七
秒
）
か
ら
六
十
四
度
二
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
四
十

六
度
三
十
分
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
十
九
度
六
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

東
京
灯
標
（
北
緯
三
十
五
度
三
十
三
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
九
度
四
十
九
分

四
十
一
秒
）
か
ら
二
十
五
度
三
十
分
九
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
九
十

九
度
五
千
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
百
九
十
度
一
万
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
か
ら
二
百
三
十
三
度
九
千
三
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

伊
良
湖
水
道
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
十
一
号
に
掲

げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

神
島
灯
台
か
ら
百
五
十
四
度
に
引
い
た
線
と
大
山
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
三
十

六
分
七
秒
東
経
百
三
十
七
度
八
分
四
十
七
秒
）
か
ら
石
鏡
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二

十
六
分
四
十
秒
東
経
百
三
十
六
度
五
十
五
分
二
十
五
秒
）
ま
で
引
い
た
線
と
が
交
わ

る
地
点

二

神
島
灯
台
か
ら
九
十
五
度
二
千
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

神
島
灯
台
か
ら
三
百
四
十
六
度
三
十
分
二
千
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

神
島
灯
台
か
ら
三
百
度
三
十
分
四
千
七
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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五

神
島
灯
台
か
ら
三
百
二
十
一
度
三
十
分
六
千
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
三
百
七
度
三
十
分
六
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
三
百
二
十
八
度
三
十
分
四
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
二
百
七
十
六
度
三
十
分
二
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
百
六
十
七
度
三
十
分
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
百
二
十
度
三
十
分
四
千
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
百
三
十
六
度
三
十
分
に
引
い
た
線
と
大
山
三
角
点
か
ら
石

鏡
灯
台
ま
で
引
い
た
線
と
が
交
わ
る
地
点

明
石
海
峡
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
十
号
に
掲
げ

る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

平
磯
灯
標
か
ら
百
五
十
一
度
七
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

平
磯
灯
標
か
ら
百
九
十
度
六
千
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

平
磯
灯
標
か
ら
二
百
十
五
度
三
千
六
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

江
埼
灯
台
か
ら
五
十
度
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

江
埼
灯
台
か
ら
三
百
二
十
八
度
三
十
分
九
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

江
埼
灯
台
か
ら
二
百
四
十
度
七
千
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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七

江
埼
灯
台
か
ら
二
百
九
十
一
度
六
千
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

江
埼
灯
台
か
ら
三
十
度
三
千
三
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

平
磯
灯
標
か
ら
二
百
十
五
度
千
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

平
磯
灯
標
か
ら
九
十
度
三
千
三
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

備
讃
瀬
戸
東
航
路

第
一
号
か
ら
第
八
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲

宇
高
東
航
路

げ
る
地
点
と
第
八
十
四
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
の
う

宇
高
西
航
路

ち
第
八
十
五
号
か
ら
第
八
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
八

備
讃
瀬
戸
北
航
路

十
五
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
八
十
八
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

備
讃
瀬
戸
南
航
路

た
海
域
並
び
に
第
八
十
九
号
か
ら
第
九
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ

水
島
航
路

線
及
び
第
八
十
九
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
九
十
四
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に

よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
以
外
の
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

地
蔵
埼
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
四
分
五
十
七
秒
東
経
百
三
十
四
度
十
四
分
七

秒
）
か
ら
百
八
十
度
三
十
分
三
千
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
五
分
十
八
秒
東
経
百
三
十
四
度
七
分
四
十

九
秒
）
か
ら
百
二
十
四
度
三
十
分
千
二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
六
十
一
度
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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四

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
二
百
七
十
八
度
三
十
分
四
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
二
百
六
十
三
度
三
十
分
千
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

男
木
島
灯
台
か
ら
百
十
七
度
千
八
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

男
木
島
灯
台
か
ら
六
十
八
度
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

男
木
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
七
度
三
十
分
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
四
十
五
度
四
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

俎
石
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
六
分
五
十
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
十
八
分
九
秒

）
か
ら
百
四
十
九
度
三
十
分
四
千
四
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

俎
石
灯
標
か
ら
百
五
十
四
度
三
十
分
五
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

小
槌
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
三
分
四
十
七
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
十
五

分
二
十
二
秒
）
か
ら
百
度
三
十
分
五
千
五
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
三

小
槌
島
灯
台
か
ら
七
十
四
度
千
九
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

小
槌
島
灯
台
か
ら
六
十
七
度
三
十
分
千
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
五

小
槌
島
灯
台
か
ら
六
十
四
度
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
六

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
百
五
十
一
度
二
千
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
百
三
十
九
度
三
十
分
四
千
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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十
八

小
瀬
居
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
二
分
二
十
六
秒
東
経
百
三
十
三
度
五
十

一
分
七
秒
）
か
ら
百
四
十
三
度
七
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
三
十
七
度
二
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
六
度
三
十
分
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

鍋
島
灯
台
か
ら
百
七
十
度
三
十
分
二
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

鍋
島
灯
台
か
ら
百
八
十
四
度
三
十
分
二
千
八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
三

鍋
島
灯
台
か
ら
百
九
十
二
度
三
十
分
四
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
四

牛
島
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
二
分
東
経
百
三
十
三
度
四
十
六
分
四
十
七

秒
）
か
ら
百
八
十
四
度
三
十
分
三
千
九
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

二
面
島
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
八
分
五
秒
東
経
百
三
十
三
度
三
十
七
分
十

九
秒
）
か
ら
九
十
五
度
三
十
分
七
千
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

二
面
島
灯
台
か
ら
百
四
度
三
十
分
六
千
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
七

二
面
島
灯
台
か
ら
百
九
十
一
度
千
五
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
八

二
面
島
灯
台
か
ら
二
百
十
四
度
三
十
分
四
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

二
面
島
灯
台
か
ら
九
十
五
度
三
十
分
四
千
二
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十

高
見
港
南
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
八
分
二
十
九
秒
東
経
百
三
十
三
度
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四
十
分
五
十
七
秒
）
か
ら
七
十
度
三
十
分
八
百
九
十
メ
ー
ト
ル

三
十
一

高
見
港
南
防
波
堤
灯
台
か
ら
六
十
七
度
三
十
分
千
五
百
三
十
メ
ー
ト
ル

三
十
二

板
持
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
十
九
分
三
十
二
秒
東
経
百
三
十
三
度
三
十
九

分
四
十
七
秒
）
か
ら
六
十
四
度
千
七
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
三

板
持
鼻
灯
台
か
ら
六
十
九
度
三
十
分
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
四

二
面
島
灯
台
か
ら
五
十
一
度
二
千
六
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

二
面
島
灯
台
か
ら
五
度
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六

二
面
島
灯
台
か
ら
三
百
四
十
二
度
三
十
分
千
五
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

板
持
鼻
灯
台
か
ら
三
十
二
度
二
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
八

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
七
十
九
度
千
七
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
九

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
七
十
九
度
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十

牛
島
灯
標
か
ら
三
百
五
度
千
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
一

牛
島
灯
標
か
ら
三
百
九
度
千
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
二

牛
島
灯
標
か
ら
三
十
四
度
三
十
分
二
千
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
三

向
笠
島
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
四
分
二
十
二
秒
東
経
百
三
十
三
度
四

十
七
分
二
秒
）
か
ら
百
六
度
六
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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四
十
四

太
濃
地
島
三
角
点
か
ら
百
三
十
九
度
三
千
六
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
五

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
六
分
十
七
秒
東
経

百
三
十
三
度
四
十
七
分
三
十
秒
）
か
ら
二
百
三
十
三
度
千
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地

点
四
十
六

六
口
島
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
五
分
五
十
四
秒
東
経
百
三
十
三
度
四
十

五
分
三
十
八
秒
）
か
ら
百
四
度
三
十
分
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
七

六
口
島
灯
標
か
ら
三
百
五
十
度
三
十
分
千
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
八

次
号
に
掲
げ
る
地
点
か
ら
二
百
七
十
七
度
三
十
分
九
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
九

三
百
山
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
二
十
六
分
五
十
八
秒
東
経
百
三
十
三
度
四

十
六
分
五
十
秒
）
か
ら
二
百
二
十
六
度
千
三
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十

三
百
山
三
角
点
か
ら
二
百
二
十
六
度
千
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
一

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
九
十
七
度
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル

の
地
点

五
十
二

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
七
十
七
度
三
十
分
二
千
二
百
三
十

メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
三

下
津
井
港
一
文
字
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
百
六
十
七
度
三
十
分
三
千
四
百
四
十
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メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
四

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
九
十
五
度
三
十
分
千
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
五

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
八
度
三
十
分
八
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
六

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
七
十
三
度
八
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
七

鍋
島
灯
台
か
ら
百
五
十
九
度
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
八

鍋
島
灯
台
か
ら
九
十
五
度
三
十
分
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
十
九

鍋
島
灯
台
か
ら
四
十
七
度
三
十
分
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
三
百
十
六
度
三
十
分
二
千
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
一

小
瀬
居
島
灯
台
か
ら
三
百
二
十
四
度
二
千
七
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
二

小
槌
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
一
度
二
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
三

小
槌
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
五
度
二
千
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
四

小
槌
島
灯
台
か
ら
九
度
二
千
三
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
五

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
度
三
十
分
二
千
九
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
六

小
槌
島
灯
台
か
ら
七
度
三
十
分
三
千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
七

小
槌
島
灯
台
か
ら
二
十
度
三
十
分
三
千
四
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
十
八

小
槌
島
灯
台
か
ら
十
一
度
四
千
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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六
十
九

俎
石
灯
標
か
ら
五
十
八
度
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十

俎
石
灯
標
か
ら
七
十
七
度
三
十
分
六
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
一

俎
石
灯
標
か
ら
七
十
七
度
三
十
分
八
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
二

俎
石
灯
標
か
ら
百
二
十
九
度
三
十
分
二
千
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
三

俎
石
灯
標
か
ら
百
九
度
三
十
分
三
千
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
四

俎
石
灯
標
か
ら
百
十
一
度
三
千
六
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
五

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
七
十
二
度
四
千
六
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
六

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
度
四
千
二
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
七

男
木
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
三
度
四
千
三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
八

男
木
島
灯
台
か
ら
三
百
五
十
二
度
三
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
十
九

カ
ナ
ワ
岩
灯
標
か
ら
二
十
三
度
三
十
分
三
千
二
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
二
百
八
十
度
六
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
一

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
二
百
十
三
度
三
十
分
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
二

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
百
六
十
九
度
六
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
三

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
百
二
十
九
度
七
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
四

地
蔵
埼
灯
台
か
ら
百
二
十
一
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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八
十
五

鍋
島
灯
台
か
ら
百
七
十
三
度
九
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
六

鍋
島
灯
台
か
ら
百
七
十
七
度
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
七

鍋
島
灯
台
か
ら
百
九
十
二
度
千
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
八

鍋
島
灯
台
か
ら
二
百
二
度
九
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
十
九

牛
島
灯
標
か
ら
八
十
五
度
三
十
分
八
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十

牛
島
灯
標
か
ら
百
二
十
五
度
千
三
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
一

牛
島
灯
標
か
ら
百
六
十
七
度
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
二

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
四
度
三
十
分
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
三

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
四
十
一
度
千
二
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
十
四

牛
島
灯
標
か
ら
二
百
九
十
七
度
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

来
島
海
峡
航
路

第
一
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
一
号
に
掲

げ
る
地
点
と
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
の
う

ち
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
第
三

十
三
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
三
十
七
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
海
域
、
第
三
十
八
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及

び
第
三
十
八
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
四
十
二
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
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囲
ま
れ
た
海
域
並
び
に
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に

結
ん
だ
線
及
び
第
四
十
三
号
に
掲
げ
る
地
点
と
第
四
十
九
号
に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
海
域
以
外
の
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）

一

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
六
分
十
九
秒
東
経
百
三
十
三
度
六
分
二
十
一

秒
）
か
ら
六
十
五
度
五
千
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
か
ら
六
十
三
度
四
千
三
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
か
ら
八
十
度
三
十
分
三
千
九
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

比
岐
島
灯
台
か
ら
三
十
九
度
三
十
分
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五

比
岐
島
灯
台
か
ら
三
百
十
四
度
三
十
分
千
六
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

比
岐
島
灯
台
か
ら
二
百
五
十
四
度
三
十
分
千
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七

比
岐
島
灯
台
か
ら
二
百
十
五
度
六
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八

比
岐
島
灯
台
か
ら
二
百
十
七
度
千
九
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九

竜
神
島
灯
台
か
ら
百
六
十
九
度
三
十
分
四
千
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十

小
島
東
灯
標
か
ら
百
七
十
六
度
三
十
分
二
千
六
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
一

小
島
東
灯
標
か
ら
百
八
十
度
三
十
分
二
千
三
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
二

小
島
東
灯
標
か
ら
百
八
十
度
三
十
分
二
千
三
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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十
三

小
島
東
灯
標
か
ら
百
八
十
三
度
三
十
分
二
千
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
四

小
島
東
灯
標
か
ら
百
九
十
七
度
千
四
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
五

小
島
東
灯
標
か
ら
六
十
四
度
三
十
分
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
六

桴
磯
灯
標
（
北
緯
三
十
四
度
八
分
四
十
四
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
六
分
五
秒

）
か
ら
百
十
六
度
七
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
七

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
二
百
七
十
二
度
二
千
六
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
八

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
二
百
七
十
二
度
七
千
七
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

十
九

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
二
百
七
十
五
度
三
十
分
八
千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
三
百
十
二
度
六
千
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
一

来
島
梶
取
鼻
灯
台
か
ら
三
百
三
十
度
五
千
二
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
二

桴
磯
灯
標
か
ら
三
百
二
十
八
度
二
千
九
百
九
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
三

桴
磯
灯
標
か
ら
十
八
度
二
千
九
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
四

小
島
東
灯
標
か
ら
四
度
三
十
分
二
千
二
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
五

小
島
東
灯
標
か
ら
四
度
三
十
分
二
千
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
六

小
島
東
灯
標
か
ら
十
二
度
二
千
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
七

小
島
東
灯
標
か
ら
七
十
九
度
二
千
九
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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二
十
八

小
島
東
灯
標
か
ら
八
十
四
度
二
千
七
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
十
九

竜
神
島
灯
台
か
ら
二
百
八
十
二
度
千
四
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十

竜
神
島
灯
台
か
ら
百
九
十
八
度
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
一

竜
神
島
灯
台
か
ら
百
十
六
度
八
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
二

燧
灘
沖
ノ
瀬
灯
標
か
ら
二
十
一
度
三
十
分
六
千
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
三

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
五
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
四

十
六
秒
）
か
ら
六
十
度
千
五
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
四

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
度
三
十
分
千
五
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
五

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
八
十
四
度
三
十
分
千
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
六

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
四
度
七
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
七

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
四
十
一
度
千
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
八

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
八
十
四
度
三
十
分
八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
十
九

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
九
十
五
度
八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
百
十
一
度
七
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
一

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
九
十
八
度
四
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
二

ナ
ガ
セ
鼻
灯
台
か
ら
七
十
七
度
五
百
三
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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四
十
三

馬
島
三
角
点
（
北
緯
三
十
四
度
七
分
七
秒
東
経
百
三
十
二
度
五
十
九
分
三
十

八
秒
）
か
ら
三
百
五
十
四
度
六
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
四

馬
島
三
角
点
か
ら
三
十
四
度
四
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
五

馬
島
三
角
点
か
ら
百
六
十
六
度
八
百
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
六

ウ
ズ
鼻
灯
台
か
ら
百
八
十
度
百
四
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
七

ウ
ズ
鼻
灯
台
か
ら
二
百
十
七
度
百
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
八

馬
島
三
角
点
か
ら
二
百
七
十
度
五
百
二
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
十
九

馬
島
三
角
点
か
ら
三
百
二
十
四
度
五
百
六
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点

（
海
上
保
安
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

海
上
保
安
庁
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
四
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
十
四
条
第

三
項
（
同
法
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
指
示
並
び

に
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
」
を
「
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ

る
指
示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
、
同
法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
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告
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改

め
、
「
信
号
」
の
下
に
「
、
同
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
報
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
三
十
七
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関
す
る
情
報
に
基
づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
制
限
等
及
び
同
法
第
三
十
七
条
第
四
項
（
同
法
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
十
五
海
上
交
通
セ
ン
タ
ー
の
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
第
一
号
の
船
舶
通
航
信
号
所
の
運
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
船
舶
交
通
に
関

す
る
情
報
に
基
づ
い
て
行
う
港
則
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
制
限
等
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
関
す
る
事
務

四

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
港
則
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
信
号
、
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理
、
同
法
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
三
十
七
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
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五

本
部
長
の
指
定
す
る
海
域
に
係
る
海
上
交
通
安
全
法
第
十
条
の
二
、
第
二
十
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
の

規
定
に
よ
る
指
示
、
同
法
第
二
十
条
第
四
項
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
の
受
理
、
同
法
第
二
十
九

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
、
同
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
並
び
に
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
港
則
法
及
び
海
上
交
通
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定

は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
通
報
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
港
則
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
、
第
二
十
九
条
の
三
、
第
二
十
九
条
の
五
、
第
三
十
三
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
六
条
及
び
第
五

十
条
並
び
に
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

（
船
舶
設
備
規
程
の
一
部
改
正
）
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第
三
条

船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
表
備
考
第
七
号
中
「
に
よ
り
行
先
を
表
示
」
を
「
に
よ
る
表
示
を
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
第
三

項
」
に
改
め
る
。

第
九
号
表
の
二
国
際
信
号
旗
の
項
中
「
に
よ
り
行
先
を
表
示
」
を
「
に
よ
る
表
示
を
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第

六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
二
号
ロ
中
「
第
二
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
の
七
中
「
第
二
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。


